
「
消
費
者
の
利
益
」
説
探
訪

　
　
　
―
―
不
当
な
取
引
制
限
の
罪
の
法
益
を
巡
る
議
論
の
一
側
面
―
―

松
　
原
　
和
　
彦

一
．
は
じ
め
に
―
―
本
稿
の
目
的
―
―

本
稿
の
目
的
は
、
判
例（
1
）が
「
不
当
な
取
引
制
限
」（
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
〔
以
下
「
独
占
禁
止
法
」
ま
た
は
「
本
法
」

と
い
う
。
た
だ
し
、
条
名
等
の
引
用
時
は
省
略
す
る
。〕
二
条
六
項
）
の
罪
（
八
九
条
一
項
、
三
条
等
。
以
下
「
不
当
な
取
引
制
限
の
罪
」
ま
た
は
「
本
罪
」
と
い

う
。）
の
法
益
を
「
自
由
競
争
経
済
秩
序
」（
2
）と
解
釈
す
る
こ
と（
3
）に
対
し
て
「
刑
罰
の
保
護
法
益
と
し
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

は4

観
念
的
・
形
式
的
に
す
ぎ
る
」
と

批
判
し
、
本
罪
の
法
益
を
「
消
費
者
の
利
益
（
あ
る
い
は
国
民
経
済
）」
と
解
釈
す
る
見
解
（
定
着
し
た
呼
称
が
な
い
た
め
、
便
宜
上
、
以
下
「『
消
費
者

の
利
益
』
説
」
と
呼
称
す
る
（
4
）。）

を
取
り
上
げ
、
同
説
が
主
張
さ
れ
た
当
時

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
学
説
（
刑
法
学
説
以
外
の
も
の
を
含
む
。）
の
状
況
に
留
意
し
つ
つ
、
同

説
の
背
景
・
由
来
・
意
味
、
な
ら
び
に
、
同
説
が
主
張
さ
れ
た
当
時

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

に
あ
り
得
た
同
説
へ
の
評
価
お
よ
び
同
説
の
課
題
を
、
つ
ま
り
、「
消

費
者
の
利
益
」
説
と
は
何
だ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る（
5
）。
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二
．︿（「
消
費
者
」
の
）
利
益
＝
財
産
﹀
の
背
景

（
一
）
問
題
の
所
在

「
消
費
者
の
利
益
（
あ
る
い
は
国
民
経
済
）」
と
い
う
表
現
の
う
ち
「
消
費
者
の
利
益
」
と
い
う
表
現
に
着
目
す
る
場
合
、
そ
の
「
利
益
」
と

は
財
産
だ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
論
者
に
よ
れ
ば
、「〔
本
罪
を
含
む
〕
経
済
犯
罪
に
お
け
る
被
害
は
、
消
費
者
全
体
に
拡
散
し
〔
…
…
〕
一
人
一

人
を
と
る
と
被
害
は
さ
ほ
ど
大
き
く
な
い
」
と
い
う
だ
け
で
、
同
犯
罪
と
「
財
産
犯
罪
に
お
け
る
被
害

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
の
間
に
質
的
な
相
違
が
〔
…
…
〕

な
い
」
か
ら
で
あ
る（
6
）。
ま
た
、（「
消
費
者
」
の
）
財
産
と
は
、
具
体
的
に
言
え
ば
（
最
終
的
に
、「
消
費
者
」
が
「
不
当
な
取
引
制
限
」
を
受
け
た
商
品
ま

た
は
役
務
の
対
価
と
し
て
支
払
っ
た
金
額
に
対
応
す
る
）
金
銭
（
的
な
も
の
）
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る（
7
）。

「
消
費
者
の
利
益
」
説
の
よ
う
に
、
本
罪
に
よ
っ
て
（「
消
費
者
」
の
）
財
産
が
保
護
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
同
説
が
主
張
さ
れ
た
当

時
す
で
に
、
芝
原
邦
爾
「
財
産
の
刑
法
上
の
保
護
」（
昭
和
五
八
年
）
で
提
示
さ
れ
て
い
た（
8
）。
し
か
し
、
同
説
が
そ
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
は

確
認
さ
れ
得
な
い
。

そ
こ
で
二
．
で
は
、「
消
費
者
の
利
益
」
説
が
本
罪
の
法
益
を
（「
消
費
者
」
の
）
財
産
と
解
釈
し
た
背
景
を
探
索
す
る（
9
）。

（
二
）
萌
芽
？

論
者
は
当
初
、
本
罪
の
成
立
範
囲
を
「
結
果
の
側
面
」
か
ら
限
定
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
「
経
済
犯
罪
の

撲
滅
―
経
済
刑
法
の
改
革
―
に
関
す
る
専
門
家
委
員
会
」（
以
下
「
専
門
家
委
員
会
」
と
い
う
。）
の
立
法
案
（
一
九
七
五
年
）
等
を
参
照
し
て
い
た
。

専
門
家
委
員
会
は
、「
比
較
的
重
大
な
〔
競
争
制
限
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
（G

esetz gegen W
ettbew

erbsbeschränkungen. 

以
下
「
競
争
制
限
禁
止

法
」
と
い
う
）
10
（

。）〕
違
反
を
も
単
な
る
秩
序
違
反
と
評
価
す
る
こ
と）
11
（

は
も
は
や
、
犯
罪
と
秩
序
違
反
の
関
係
に
関
す
る
現
在
の
評
価
に
合
致
し
な
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い）
12
（

。」
と
い
う
評
価
、
お
よ
び
、「
競
争
制
限
禁
止
法
第
三
八
条
第
一
項）
13
（

と
結
合
す
る
第
一
条）
14
（

及
び
第
二
五
条
第
一
項）
15
（

の
カ
ル
テ
ル
禁
止
に

違
反
す
る
も
の
の
う
ち
重
大
な
も
の
」
を
秩
序
違
反
か
ら
犯
罪
へ
格
上
げ
す
る
と
い
う
方
針）
16
（

の
下
、
次
の
よ
う
な
規
定
（
ａ
条
）
を
提
案
し

た）
17
（

。
な
お
同
条
の
法
益
は
、「
経
済
活
動
に
参
加
す
る
者
の
自
由
」
を
含
む
「
競
争
」
だ
っ
た）
18
（

。

第
ａ
条　

可
罰
的
な
競
争
制
限

　
（ 

一
）
事
業
主
〔Inhaber eines U

nternehm
ens

〕
が
、
共
通
の
目
的
で
、
競
争
者
と
合
意
し
又
は
相
互
に
協
調
し
て
、
特
に
次
に
掲
げ
る

も
の
に
つ
い
て
違
法
に
競
争
を
制
限
し
、
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
過
失
に
よ
り
、
商
品
又
は
役
務
の
取
引
に
関
す
る
生
産
又
は
市
場

関
係
を
公
衆
〔die A

llgem
einheit

〕
の
不
利
益
に
著
し
く
変
化
さ
せ
た
と
き
（
重
大
な
結
果
を
伴
う
競
争
制
限
）、
三
年
以
下
の
自
由
刑
又
は

罰
金
刑
に
処
す
る
。

　

 

一
．
価
格
の
設
定

　

 

二
．
数
量
又
は
割
当
の
設
定

　

 

三
．
販
路
又
は
顧
客
の
分
割

　
（
二
）
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
通
常
〔in der R

egel
〕、
重
大
な
結
果
を
伴
う
競
争
制
限
で
あ
る
。

　

 

一
． 

当
該
行
為
に
よ
っ
て
、
本
法
律
の
適
用
範
囲
の
全
部
又
は
大
部
分
の
市
場
に
お
け
る
競
争
が
著
し
く
〔w

esentlich

〕
毀
損
さ
れ

た
場
合

　

 

二
． 

当
該
競
争
制
限
が
生
活
に
必
要
な
商
品
又
は
役
務
に
関
す
る
も
の
で
、
か
つ
、
当
該
競
争
制
限
に
よ
っ
て
、
消
費
者
に
と
っ
て

比
較
的
長
期
間
に
わ
た
り
〔
当
該
商
品
等
の
価
格
が
〕
著
し
く
〔spürbare
〕
上
昇
し
た
場
合

　

 

三
．〔
事
業
主
が
〕
当
該
競
争
制
限
か
ら
莫
大
な
〔außergew

öhnlich hohe

〕
財
産
的
利
益
を
得
た
場
合
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ａ
条
は
、
単
な
る
競
争
制
限
で
な
く
、「
重
大
な
結
果
を
伴
う

4

4

4

4

4

4

4

4

競
争
制
限
」
を
処
罰
す
る
規
定
だ
っ
た
。
ま
た
同
条
二
項
は
、「
重
大
な
結

果
を
伴
う
競
争
制
限
」
が
何
か
を
例
示
列
挙
し
て
い
た）
19
（

。
し
た
が
っ
て
同
条
は
、
本
罪
に
相
当
す
る
行
為
の
処
罰
範
囲
を
「
結
果
の
側
面
」

か
ら
限
定
す
る
も
の
だ
っ
た
と
評
価
さ
れ
得
る
。

論
者
が
特
に
言
及
し
た
の
は
、
ａ
条
二
項
二
号
お
よ
び
三
号
だ
っ
た）
20
（

。
前
者
の
場
合
、（「
消
費
者
」
の
）
財
産
を
危
殆
化
す
る
事
態
が
想
定

さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
明
ら
か
だ
ろ
う
。
ま
た
後
者
の
場
合
、
商
品
等
の
価
格
が
（「
著
し
く
」〔
二
号
〕
で
な
く
）
僅
か
に
上
昇
し
た
場
合
が
想

定
さ
れ
て
い
た）
21
（

。
そ
の
限
り
で
、
後
者
の
場
合
、（「
消
費
者
」
の
）
財
産
を
侵
害
す
る
事
態
が
想
定
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

論
者
が
特
に
ａ
条
二
項
二
号
お
よ
び
三
号
に
言
及
し
た
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
。
ま
た
、
論
者
は
当
時
、「
刑
罰
の
保
護
法
益
は
、
さ
ら

に
実
質
的
で
重
大
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
す
る
に
止
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
論
者
は
、
両
号
に
（「
消
費
者
」
の
）
財
産

（
の
侵
害
ま
た
は
危
殆
化
）
を
看
取
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
当
時
す
で
に
、
本
罪
の
法
益
を
（「
消
費
者
」
の
）
財
産
と
解
釈
す

る
萌
芽
は
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

た
だ
し
専
門
家
委
員
会
の
立
法
案
は
、
次
の
二
点
で
注
意
す
べ
き
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
。

第
一
に
、
仮
に
ａ
条
二
項
二
号
お
よ
び
三
号
に
（「
消
費
者
」
の
）
財
産
（
の
侵
害
ま
た
は
危
殆
化
）
が
看
取
さ
れ
得
た
と
し
て
も
、
①
商
品
等

が
「
生
活
に
必
要
な
」
も
の
に
、
②
そ
の
価
格
の
上
昇
が
「
著
し
」
い
も
の
に
、
③
そ
れ
が
「
比
較
的
長
期
間
」
の
も
の
に
（
以
上
二
号
）、

④
財
産
的
利
益
が
「
莫
大
な
」
も
の
に
（
三
号
）
限
定
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。

第
二
に
、
ａ
条
二
項
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
重
大
な
結
果
」
が
同
条
の
法
益
を
「
競
争
」
と
す
る
こ
と
と
矛
盾
し
な
い
こ
と
は
前
提
だ
っ

た
点
で
あ
る
。
同
項
一
号
が
「
競
争
」
の
「
毀
損
」
を
定
め
て
い
た
こ
と
は
、
そ
れ
を
象
徴
し
て
い
た）
22
（

。
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（
三
）
ホ
ワ
イ
ト
・
カ
ラ
ー
犯
罪
と
し
て
の
不
当
な
取
引
制
限
の
罪

論
者
は
そ
の
後
、
前
掲
・
最
判
昭
和
五
九
年
二
月
二
四
日
の
事
案
、
し
た
が
っ
て
本
罪
の
「
犯
罪
学
的
特
徴
」
の
一
つ
と
し
て
、「
被
害

の
拡
散
性
・
重
大
性
」
を
挙
げ
、
窃
盗
罪
（
刑
法
二
三
五
条
）
お
よ
び
詐
欺
罪
（
同
法
二
四
六
条
）
と
比
較
し
て
、「
被
害
」
が
そ
れ
ら
と
「
比
較

に
な
ら
な
い
ほ
ど
」
に
「
多
額
」
で
あ
る
と
主
張
し
た）
23
（

。

か
よ
う
な
「
犯
罪
学
的
特
徴
」
の
背
景
に
は
、
論
者
が
明
示
し
た
通
り
、
サ
ザ
ラ
ン
ド
（E

dw
in H

. Sutherland

）
が
主
張
し
た
ホ
ワ
イ

ト
・
カ
ラ
ー
犯
罪
（W

hite C
ollar C

rim
e

）
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た）
24
（

。
で
は
、
サ
ザ
ラ
ン
ド
は
如
何
に
主
張
し
て
い
た
の
か）
25
（

。

ま
ず
、
サ
ザ
ラ
ン
ド
は
そ
も
そ
も
、「
社
会
的
な
地
位
が
高
く
、
尊
敬
さ
れ
る
べ
き
者
が
そ
の
職
業
に
関
し
て
行
う
犯
罪
」
と
定
義
し
た

ホ
ワ
イ
ト
・
カ
ラ
ー
犯
罪）
26
（

が
特
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
、
複
数
の
具
体
例
を

挙
げ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、「
ホ
ワ
イ
ト
・
カ
ラ
ー
犯
罪
に
よ
る
金
銭
的
な
損
失
〔the financial cost

〕
の
規
模
は
、
通
例
『
犯
罪
問
題
』
と

取
り
扱
わ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
に
よ
る
金
銭
的
な
損
失
の
規
模
の
数
倍
に
及
ぶ
だ
ろ
う）
27
（

。」。
か
よ
う
な
主
張
が
、「
被
害
の
〔
…
…
〕
重
大

性
」
と
い
う
理
解
へ
影
響
し
た
と
推
測
さ
れ
る）
28
（

。

ま
た
サ
ザ
ラ
ン
ド
は
、
ホ
ワ
イ
ト
・
カ
ラ
ー
犯
罪
が
通
常
の
犯
罪
と
異
な
る
手
続
で
処
理
さ
れ
る
（「
法
律
の
差
別
的
な
実
現
）
29
（

」）
要
因
の
一
つ

が
「
ホ
ワ
イ
ト
・
カ
ラ
ー
犯
罪
に
対
す
る
一
般
人
の
憤
り
が
そ
れ
ほ
ど
根
付
い
た
も
の
で
な
い
〔unorganized

〕」
こ
と
に
あ
る
と
い
う
理
解

を
前
提
に）
30
（

、
か
よ
う
に
「
根
付
い
た
も
の
で
な
い
」
要
因
の
一
つ
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、「
実
業
家
に
よ
る

法
律
違
反
〔
…
…
〕
の
影
響
は
拡
散
す
る
。
か
よ
う
な
法
律
違
反
は
〔
…
…
〕
暴
行
〔assault and battery

〕
の
よ
う
な
、
あ
る
者
が
あ
る
者
を

直
接
攻
撃
す
る
も
の
で
な
い
。〔
…
…
〕
か
よ
う
な
犯
罪
の
影
響
は
、
特
定
の
時
点
で
特
定
の
者
に
そ
れ
ほ
ど
及
ば
な
い
が
、
長
期
間
に
わ
た

り
、
そ
し
て
恐
ら
く
数
百
万
の
人
々
に
、
拡
散
す
る
と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い）
31
（

。」。
か
よ
う
な
主
張
が
、「
被
害
の
拡
散
性
」
と
い
う
理
解
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へ
影
響
し
た
と
推
測
さ
れ
る）
32
（

。

た
だ
し
サ
ザ
ラ
ン
ド
の
主
張
は
、
次
の
二
点
で
注
意
す
べ
き
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
。

第
一
に
、
サ
ザ
ラ
ン
ド
は
、
結
論
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

、
ホ
ワ
イ
ト
・
カ
ラ
ー
犯
罪
に
お
け
る
「
金
銭
的
な
損
失
の
規
模
」
を
重
視
し
て
い
な
か
っ

た
点
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
サ
ザ
ラ
ン
ド
は
、「
ホ
ワ
イ
ト
・
カ
ラ
ー
犯
罪
に
よ
る
金
銭
的
な
損
失
は
〔
…
…
〕
社
会
関
係
の
毀
損
ほ
ど
重
要

で
な
い
」
と
主
張
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る）
33
（

。

第
二
に
、
サ
ザ
ラ
ン
ド
は
、「
取
引
の
制
限
〔restraint of trade

）
34
（

〕」
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
「
伝
統
的
な
制
度
」
で
あ
る
自
由
競
争
あ
る
い

は
自
由
企
業
（free enterprise
）
を
侵
す
も
の
と
理
解
し
て
い
た
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
取
引
の
制
限
に
関
す
る
法
律
違
反
は
、
ホ
ワ

イ
ト
・
カ
ラ
ー
犯
罪
が
制
度
を
〔
根
本
的
に
〕
変
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
最
も
よ
く
表
し
て
い
る）
35
（

。」、「
本
書
の
主
要
な
目
的
の
一
つ

は
〔
…
…
〕
か
よ
う
な
違
反
が
、
我
々
の
伝
統
的
な
制
度
〔
自
由
競
争
あ
る
い
は
自
由
企
業
〕
を
蝕
む
点
で
看
過
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る）
36
（

」。

三
．「
消
費
者
の
利
益
（
あ
る
い
は
国
民
経
済
）」
と
い
う
表
現
の
由
来
お
よ
び
意
味

（
一
）
問
題
の
所
在

「
消
費
者
の
利
益
」
と
い
う
表
現
に
お
け
る
「
利
益
」
が
財
産
と
解
釈
し
た
背
景
に
は
、
本
罪
は
ホ
ワ
イ
ト
・
カ
ラ
ー
犯
罪
で
あ
る
と

い
う
解
釈
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
と
し
て
も
、
し
か
し
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
、
本
罪
の
法
益
は
「
消
費
者
の
利
益
（
あ
る
い
は
国
民
経
済
）」
と

表
現
さ
れ
る
の
か
。
す
な
わ
ち
、「
消
費
者
の
利
益
」
お
よ
び
「
国
民
経
済
」
と
い
う
各
表
現
は
何
に
由
来
し
、
ま
た
、
両
者
を
接
続
す
る
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「
あ
る
い
は
」
と
い
う
表
現
は
何
を
意
味
し
、
さ
ら
に
、「
消
費
者
の
利
益
」
が
「
国
民
経
済
」
よ
り
も
強
調
さ
れ
て
い
た
か
の
よ
う
だ
が
、

そ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
論
者
は
、
そ
れ
ら
を
説
明
し
な
か
っ
た
が
、
当
初
、「『
公
共
の
利
益
』
の
解
釈
と
し
て
、
す
な
わ
ち

4

4

4

4

保
護
法

益
の
観
点
か
ら
」
本
罪
の
成
立
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
を
志
向
し
、
そ
の
結
果
、
本
罪
の
法
益
が
「
行
政
的
規
律
の
保
護
法
益
〔「
自
由
競
争

経
済
秩
序
」〕
と
比
べ
る
と
〔
…
…
〕
さ
ら
に
実
質
的
で
重
大
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
し
て
い
た）
37
（

。

そ
こ
で
三
．
で
は
、
本
罪
の
要
件
の
一
つ
で
あ
る
「
公
共
の
利
益
に
反
し
て
」（
二
条
六
項
）
の
う
ち
「
公
共
の
利
益
」
の
意
義
を
巡
る
議

論
を
手
掛
か
り
に
、「
消
費
者
の
利
益
（
あ
る
い
は
国
民
経
済
）」
と
い
う
表
現
の
由
来
お
よ
び
意
味
を
探
索
す
る
。

（
二
）「
公
共
の
利
益
」
の
意
義
を
巡
っ
て

前
掲
・
最
判
昭
和
五
九
年
二
月
二
四
日
は
、「
独
禁
法
の
立
法
の
趣
旨
・
目
的
及
び
そ
の
改
正
の
経
過
な
ど
に
照
ら
す
と
、
同
法
二
条
六

項
に
い
う
『
公
共
の
利
益
に
反
し
て
』
と
は
、
原
則
と
し
て
は
同
法
の
直
接
の
保
護
法
益
で
あ
る
自
由
競
争
経
済
秩
序
に
反
す
る
こ
と
を
指

す
が
、
現
に
行
わ
れ
た
行
為
が
形
式
的
に
右
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
つ
て
も
、
右
法
益
と
当
該
行
為
に
よ
つ
て
守
ら
れ
る
利
益
と
を
比
較
衡

量
し
て
、『
一
般
消
費
者
の
利
益
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
国
民
経
済
の
民
主
的
で
健
全
な
発
達
を
促
進
す
る
』
と
い
う
同
法
の
究
極
の
目

的
（
同
法
一
条
参
照
）
に
実
質
的
に
反
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
例
外
的
な
場
合
を
右
規
定
に
い
う
『
不
当
な
取
引
制
限
』
行
為
か
ら
除
外
す
る

趣
旨
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
と
同
旨
の
原
判
断
は
、
正
当
と
し
て
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
判
示
し
て
い
た
。
論
者
は
、
か
よ

う
な
判
示
が
、「
自
由
競
争
経
済
秩
序
」
の
「
侵
害
だ
け
で
〔
本
罪
の
〕
構
成
要
件
該
当
性
が
完
全
に
充
足
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
」
を

「『
公
共
の
利
益
に
反
し
て
』
の
解
釈
に
お
い
て
示
し
」
た
も
の
と
理
解
し
た）
38
（

。

で
は
、「
例
外
的
な
場
合
」
と
は
如
何
な
る
場
合
か
。
前
掲
・
東
京
高
判
昭
和
五
五
年
九
月
二
六
日
は
、「
公
共
の
利
益
に
反
し
て
」
の
意

義
を
解
釈
す
る
前
提
と
し
て
一
条
を
解
釈
し
た
が
、
そ
の
中
で
、「
右
〔
一
条
の
〕
国
民
経
済
の
民
主
的
で
健
全
な
発
達
の
促
進
の
内
容
と
し
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て
、
消
費
者
一
般
の
利
益
と
対
立
す
る
よ
う
な

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

単
な
る
事
業
経
営
上
の
利
益
を
守
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
含
む
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。」
と
判
示
し
て
い
た
。
論
者
は
、
か
よ
う
な
判
示
か
ら
、
前
掲
・
東
京
高
判
昭
和
五
五
年
九
月
二
六
日
が
、「
事
業
経
営
上
の

利
益
」
を
保
護
す
る
こ
と
が
「
消
費
者
の
利
益
」
を
そ
う
す
る
こ
と
に
「
つ
な
が
る
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
必
要
」
な
場
合
が
「
例
外
的

な
場
合
」
に
該
当
し
得
る
と
判
断
し
た
と）
39
（

、
ま
た
、
前
掲
・
最
判
昭
和
五
九
年
二
月
二
四
日
が
か
よ
う
な
判
断
を
否
定
し
て
い
な
い
と
理
解

し
た）
40
（

。
か
よ
う
な
理
解
を
踏
ま
え
れ
ば
、
論
者
は
、「
公
共
の
利
益
」
を
「
消
費
者
の
利
益
」
と
解
釈
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
と
同
時
に
、「
消

費
者
の
利
益
（
あ
る
い
は
国
民
経
済
）」
と
い
う
表
現
に
つ
き
、
次
の
三
点
も
推
測
さ
れ
る
。

第
一
に
、「
消
費
者
の
利
益
」
と
い
う
表
現
は
「
一
般
消
費
者
の
利
益
」（
一
条
）
に
、「
国
民
経
済
」
と
い
う
表
現
は
「
国
民
経
済
の
民
主

的
で
健
全
な
発
達
」（
同
条
）
に
由
来
す
る
も
の
だ
っ
た
。

第
二
に
、「
一
般
消
費
者
の
利
益
〔
の
〕
確
保
」（
一
条
）
と
「
国
民
経
済
の
民
主
的
で
健
全
な
発
達
〔
の
〕
促
進
」（
同
条
）
は
対
立
し
な

い
。「
あ
る
い
は
」
と
い
う
表
現
は
、「
消
費
者
の
利
益
」
と
「
国
民
経
済
」
の
間
の
か
よ
う
な
関
係
を
意
味
す
る
も
の
だ
っ
た
。

第
三
に
、「
一
般
消
費
者
の
利
益
」（
一
条
）
の
な
い
「
国
民
経
済
の
民
主
的
で
健
全
な
発
達
」（
同
条
）
は
観
念
さ
れ
得
な
い
。「
消
費
者
の

利
益
」
が
「
国
民
経
済
」
よ
り
も
強
調
さ
れ
て
い
た
か
の
よ
う
で
あ
る
の
は
、
両
者
の
間
の
か
よ
う
な
関
係
を
意
味
す
る
も
の
だ
っ
た
。

な
お
、「
消
費
者
の
利
益
（
あ
る
い
は
国
民
経
済
）」
と
い
う
表
現
が
か
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、「
消
費
者
の
利
益
」
説
に
は
、
そ
れ

と
親
和
的
な
経
済
法
学
説
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

論
者
は
当
初
、「
公
共
の
利
益
」
の
意
義
を
巡
る
経
済
法
学
説
を
取
り
上
げ
、
今
村
成
和
と
正
田
彬
の
各
見
解
に
大
別
し
、
前
者
を
「
競

争
の
実
質
的
制
限
が
あ
れ
ば
直
ち
に
『
公
共
の
利
益
』
に
反
す
る
と
」
解
釈
す
る
見
解
と
、
後
者
を
「
国
民
経
済
的
利
益
あ
る
い
は

4

4

4

4

一
般
消
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費
者
の
利
益
」
と
解
釈
す
る
見
解
と
要
約
し
た）
41
（

。
な
お
、
論
者
の
整
理
を
踏
ま
え
て）
42
（

、
前
者
を
「
公
共
の
利
益
」
の
意
義
と
い
う
形
で
大
胆

に
要
約
し
直
せ
ば
、
前
者
は
、「
自
由
競
争
経
済
秩
序）
43
（

」
と
解
釈
す
る
見
解
だ
っ
た
と
言
え
よ
う）
44
（

。

論
者
は
、
経
済
法
学
説
を
か
よ
う
に
整
理
し
た
上
で
、「
行
政
的
規
律
」
の
場
合
は
今
村
の
見
解
が
妥
当
だ
が
、
刑
事
的
規
律
の
場
合
は

「
別
の
判
断
も
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
評
価
す
る
一
方
、
正
田
の
見
解
に
対
す
る
評
価
を
明
言
し
て
い
な
か
っ
た）
45
（

。

し
か
し
、「
消
費
者
の
利
益
」
説
は
、
結
果
的
に

4

4

4

4

、
正
田
の
見
解
と
親
和
的
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

第
一
に
、
正
田
は
、「
公
共
の
利
益
」
の
意
義
を
「
一
般
消
費
者
の
利
益
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
国
民
経
済
の
民
主
的
で
健
全
な
発
達

を
促
進
す
る
こ
と
」（
一
条
）
と
解
釈
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る）
46
（

。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
国
民
経
済
的
利
益
」
と
い
う
表
現
は
「
国
民
経
済
の
民

主
的
で
健
全
な
発
達
」
を）
47
（

、「
一
般
消
費
者
の
利
益
」
と
い
う
表
現
は
「
一
般
消
費
者
の
利
益
」
を
意
味
し
て
い
た
と
理
解
さ
れ
得
る
。

第
二
に
、
正
田
は
、「
一
般
消
費
者
の
利
益
〔
の
〕
確
保
」（
一
条
）
と
「
国
民
経
済
の
民
主
的
で
健
全
な
発
達
〔
の
〕
促
進
」（
同
条
）
は

「
併
列
さ
れ
る
べ
き
」
も
の
、「
相
互
に
制
約
的
な
」
も
の
で
な
く
、
前
者
は
後
者
に
「
含
ま
れ
、
そ
の
根
底
を
な
す
も
の
」、
前
者
が
あ
っ

4

4

4

4

4

て4

「
は
じ
め
て

4

4

4

4

」
後
者
が
あ
る

4

4

4

4

4

も
の
と
解
釈
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る）
48
（

。「
あ
る
い
は
」
と
い
う
表
現
は
、
両
者
の
間
の
か
よ
う
な
関
係
を
意

味
し
て
い
た
と
、
ま
た
、
前
者
が
基
底
的
な
も
の
だ
っ
た
と
理
解
さ
れ
得
る
。

四
．
お
わ
り
に
―
―
評
価
と
課
題
―
―

（
一
）
評
価

で
は
、
か
よ
う
に
理
解
さ
れ
得
た
「
消
費
者
の
利
益
」
説
は
、
如
何
に
評
価
さ
れ
得
た
か
。
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正
田
彬
は
、「
消
費
者
法

4

4

4

4

に
つ
い
て
法
律
家
が
体
系
的
に
書
い
た
も
の
と
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
初
め
て
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
」
と
評
価

さ
れ
る）
49
（

『
消
費
者
の
権
利
』（
昭
和
四
七
年
）
の
著
者
だ
っ
た
。
正
田
は
、
同
書
で
、
本
法
が
「
目
的
」
と
し
て
「
一
般
消
費
者
の
利
益
〔
の
〕
確

保
」（
一
条
）
を
定
め
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
て
、
本
法
を
「
消
費
者
の
権
利

4

4

4

4

4

4

を
ま
も
る
法
」
と
解
釈
し
て
い
た）
50
（

。
そ
れ
は
、
本
法
の
法
益
が

（
前
掲
・
最
判
昭
和
五
九
年
二
月
二
四
日
と
異
な
り
）「
一
般
消
費
者
の
利
益
」（
一
条
）
で
（
も
）
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
だ
っ
た
と
理
解
さ
れ
得
る）
51
（

。

正
田
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
本
法
を
消
費
者
保
護
法
（
現
在
は
通
例
、
消
費
者
法
と
呼
称
さ
れ
る
。）
と
（
も
）
解
釈
し
て
い
た
と
理
解
さ
れ
得
る

が
、
か
よ
う
な
解
釈
は
稀
で
な
か
っ
た
。
例
え
ば
今
村
成
和
は
、
本
法
が
「
消
費
者
保
護
の
た
め
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4

先
駆
的
立
法

4

4

」
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
一

般
消
費
者
の
利
益
〔
の
〕
確
保
」（
一
条
）
と
い
う
「
文
言
に
も
現
わ
れ
て
い
る
」
と
評
価
し
て
い
た）
52
（

。

「
消
費
者
の
利
益
」
説
は
、
か
よ
う
な
見
解
に
親
和
的
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
得
た
だ
ろ
う）
53
（

。
ま
た
、
か
よ
う
な
評
価
お
よ
び
、
本
罪
の
法

益
を
「
自
由
競
争
経
済
秩
序
」
と
解
釈
す
る
根
拠
が
「
公
正
且
つ
自
由
な
競
争
〔
の
〕
促
進
」（
一
条

4

4

）
に
あ
っ
た
と
い
う
理
解
を
踏
ま
え
れ

ば
、「
消
費
者
の
利
益
」
説
は
「
一
般
消
費
者
の
利
益
〔
の
〕
確
保
」（
同
条
）
を
根
拠
に
主
張
さ
れ
得
る
も
の
と
評
価
さ
れ
得
た）
54
（

だ
ろ
う
。

な
お
、
前
述
の
通
り
、
正
田
が
「
一
般
消
費
者
の
利
益
〔
の
〕
確
保
」（
一
条
）
に
着
目
し
、
か
つ
、
そ
の
「
一
般
消
費
者
の
利
益
」
が
「
消

費
者
の
権
利
」
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
こ
と
に
関
連
し
て
、
次
の
二
つ
の
学
説
は
、
注
意
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
。

第
一
に
、
経
済
法
学
説
に
お
い
て
、
今
村
は
、
正
田
が
主
張
し
た
「
消
費
者
の
権
利
」
を
、
同
人
の
「
権
利
観
は
独
断
」
と
批
判
し）
55
（

、
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
大
統
領
ケ
ネ
デ
ィ
（John F. K

ennedy

）
が
「
消
費
者
の
利
益
の
保
護
に
関
す
る
特
別
教
書
」（
一
九
六
二
年
）
で
提
唱
し
た
「
消

費
者
の
権
利
〔consum

er rights

）
56
（

〕」
を
踏
ま
え
て）
57
（

、「
一
般
消
費
者
の
利
益
」（
一
条
）
を
消
費
者
の
「
選
ぶ
権
利
」
お
よ
び
「
知
る
権
利
」
と

解
釈
し
て
い
た
点
で
あ
る）
58
（

。

第
二
に
、
刑
法
学
説
に
お
い
て
も
、
藤
木
英
雄
が
、『
行
政
刑
法
』（
昭
和
五
一
年
）
で
、「
こ
れ
ま
で
刑
法
と
の
か
か
わ
り
が
薄
く
、
刑
法
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理
論
が
ほ
と
ん
ど
関
心
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
分
野
」
で
あ
る
「
消
費
者
保
護
」
を
取
り
上
げ
、
ケ
ネ
デ
ィ
が
提
唱
し
た
「
消
費
者
の
権
利
」

の
う
ち
「
選
択
す
る
権
利
〔the right to choose

〕」
お
よ
び
「
知
ら
さ
れ
る
権
利
〔the right to be inform

ed

〕」
と
本
法
の
関
係
を
示
唆
し
て
い

た
点
で
あ
る）
59
（

。

（
二
）
課
題

最
後
に
、
か
よ
う
に
評
価
さ
れ
得
た
「
消
費
者
の
利
益
」
説
に
は
如
何
な
る
課
題
が
あ
り
得
た
か
。

論
者
は
、（
無
過
失
）
損
害
賠
償
責
任）
60
（

が
「
消
費
者
が
協
定
価
格
を
現
実
に
支
払
う
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
発
生
す
る
」
と
い
う
理
解
を

前
提
に
、「
刑
罰
は
〔
そ
〕
の
よ
う
な
事
態
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
抑
止
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
た）
61
（

。
か
よ
う
な
主
張
の
趣
旨
は

主
に
、
本
罪
の
既
遂
時
期
を
解
釈
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
得
る
が）
62
（

、
本
罪
の
法
益
と
の
関
係
で
は
（
無
過
失
）
損
害
賠
償
責
任
制

度
は
（「
消
費
者
」
の
）
財
産
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
前
提
だ
っ
た）
63
（

。

し
か
し
そ
も
そ
も
、「
消
費
者
の
利
益
」
説
が
「
一
般
消
費
者
の
利
益
」（
一
条
）
を
根
拠
に
主
張
さ
れ
得
た
と
す
れ
ば
、「
一
般
消
費
者
の

利
益
」
に
お
け
る
「
利
益
」
に
（「
消
費
者
」
の
）
財
産
が
含
ま
れ
る
と
解
釈
さ
れ
得
る
の
か
、
含
ま
れ
得
る
と
し
て
、
如
何
な
る
意
味
で
そ

う
解
釈
さ
れ
得
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、「
消
費
者
の
利
益
」
説
の
課
題
で
あ
り
得
た
だ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、「
消
費
者
の
利
益
」
説
が
そ
の
よ
う
な
課
題
を
自
覚
す
る
こ
と
は
困
難
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
経
済
法
学
説
に
お
い
て
、「
一
般
消

費
者
の
利
益
」（
一
条
）
を
、
ケ
ネ
デ
ィ
が
提
唱
し
た
「
消
費
者
の
権
利
」
を
踏
ま
え
て
、
消
費
者
の
「
選
ぶ
権
利
」
お
よ
び
「
知
ら
さ
れ
る

権
利
」
と
解
釈
し
て
い
た
見
解）
64
（

を
念
頭
に
、「
消
費
者
の
『
権
利
』
な
い
し
『
利
益
』
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
従
来
の

解
明
は
不
十
分
で
あ
っ
た
」
と
い
う
批
判
が
あ
っ
た
の
は
、「
消
費
者
の
利
益
」
説
が
主
張
さ
れ
て
か
ら
約
一
五
年
後
の
こ
と
だ
っ
た
か
ら

で
あ
る）
65
（

。
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注
（
１
）　

最
判
昭
和
五
九
年
二
月
二
四
日
刑
集
三
八
巻
四
号
一
二
八
七
頁
を
参
照
。

（
２
）　

前
掲
・
最
判
昭
和
五
九
年
二
月
二
四
日
に
お
け
る
「
自
由
競
争
経
済
秩
序
」
と
い
う
表
現
は
、
そ
の
原
判
決
（
東
京
高
判
昭
和
五
五
年
九
月
二
六
日
高
刑
集

三
三
巻
五
号
五
一
一
頁
）
に
お
け
る
「
独
禁
法
は
、
同
法
第
一
条
に
よ
る
と
〔
…
…
〕
直
接
に
は
『
公
正
且
つ
自
由
な
競
争
を
促
進
す
る
』
こ
と
、
す
な
わ
ち

4

4

4

4

自

由
競
争
経
済
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
（
独
占
禁
止
政
策
）
を
目
的
と
し
〔
…
…
〕
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。」
と
い
う
判
示
に
由
来
す
る
（
な
お
、
引
用
〔
訳
文

等
を
含
む
。〕
中
の
〔
亀
甲
括
弧
〕
お
よ
び
圏
点

4

4

は
、
松
原
に
よ
る
も
の
で
あ
る
〔
以
下
同
じ
〕）。
そ
れ
ゆ
え
、
本
罪
の
法
益
を
「
自
由
競
争
経
済
秩
序
」
と
解
釈

す
る
根
拠
は
、「
公
正
且
つ
自
由
な
競
争
〔
の
〕
促
進
」（
一
条
）
に
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
得
る
。

（
３
）　

な
お
、
通
説
も
同
様
で
あ
る
（
芝
原
邦
爾
『
経
済
刑
法
研
究 

上
』（
有
斐
閣
、
平
成
一
七
年
〔
初
出
は
平
成
一
〇
年
〕）
二
六
頁
以
下
を
参
照
）。

（
４
）　

林
幹
人
『
現
代
の
経
済
犯
罪
―
―
そ
の
法
的
規
制
の
研
究
』（
弘
文
堂
、
平
成
元
年
）（
以
下
「
林
『
経
済
犯
罪
』」
と
引
用
す
る
。）（
初
出
は
昭
和
五
九
年
）

四
九
頁
以
下
を
参
照
。
な
お
、
林
『
経
済
犯
罪
』（
初
出
は
昭
和
五
七
年
）
三
二
頁
以
下
は
、
判
例
の
よ
う
な
解
釈
を
本
文
で
記
述
し
た
よ
う
に
批
判
し
て
い
た

が
、「
刑
罰
の
保
護
法
益
は
、
さ
ら
に
実
質
的
で
重
大
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
す
る
に
止
ま
っ
て
い
た
。
ま
た
、
林
『
経
済
犯
罪
』
五
五
頁
以
下

は
、「（
あ
る
い
は
国
民
経
済
）」
と
い
う
表
現
を
採
用
せ
ず
、
他
方
、
林
幹
人
「
判
批
（
東
京
高
判
昭
和
五
五
年
九
月
二
六
日
高
刑
集
三
三
巻
五
号
三
五
九
頁
、

五
一
一
頁
）」
今
村
成
和
＝
厚
谷
襄
児
編
『
独
禁
法
審
決
・
判
例
百
選
〔
第
四
版
〕』（
有
斐
閣
、
平
成
三
年
）
二
五
五
頁
は
、「
消
費
者
一
般
・
国
家
経
済
」
と
い

う
表
現
を
採
用
し
て
お
り
、
法
益
の
表
現
に
は
揺
れ
が
あ
る
。

（
５
）　

な
お
、「
消
費
者
の
利
益
」
説
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
芝
原
邦
爾
『
経
済
刑
法
研
究 

下
』（
有
斐
閣
、
平
成
一
七
年
〔
初
出
は
昭
和
六
一
年
〕）
七
二
九
頁
以

下
等
が
あ
る
。

（
６
）　

林
『
経
済
犯
罪
』
五
五
頁
を
参
照
。
ま
た
、
林
幹
人
『
刑
法
各
論
〔
第
二
版
〕』（
東
京
大
学
出
版
会
、
平
成
一
九
年
）
一
三
七
頁
も
参
照
。

（
７
）　

林
『
経
済
犯
罪
』
四
九
頁
以
下
を
参
照
。
な
お
、
林
『
経
済
犯
罪
』
三
三
頁
を
参
照
。

（
８
）　

芝
原
邦
爾
「
財
産
の
刑
法
上
の
保
護
」
芦
部
信
喜
ほ
か
編
『
岩
波
講
座 

基
本
法
学
三
―
―
財
産
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
五
八
年
）
二
四
二
頁
以
下
は
、「
自
由
競

争
経
済
秩
序
」
を
保
護
す
る
本
法
を
含
む
経
済
法
規
中
に
は
「
市
民
の
経
済
生
活
を
侵
害
す
る
違
法
な
取
引
を
処
罰
す
る
こ
と
」
に
よ
り
「
市
民
の
経
済
生
活
」

を
「
保
護
す
る
こ
と
に
寄
与
す
る
刑
罰
法
令
」
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、（
芝
原
が
「
近
代
社
会
」
と
対
置
す
る
）「
現
代
社
会
」
の
場
合
、「
市
民
の
財
産
」
は
、

「
伝
統
的
な
財
産
犯
罪
」
よ
り
も
、「
市
民
の
経
済
生
活
を
侵
害
す
る
違
法
な
取
引
」
に
よ
り
「
脅
か
さ
れ
る
危
険
が
よ
り
大
き
い
面
が
あ
る
」
と
主
張
し
て
、「
石

油
カ
ル
テ
ル
事
件
」（
前
掲
・
東
京
高
判
昭
和
五
五
年
九
月
二
六
日
等
）
を
例
示
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
芝
原
は
、
本
罪
の
法
益
を
「
自
由
競
争
経
済
秩
序
」
と
解

釈
す
る
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
（
芝
原
・
前
掲
注
（
５
）
七
二
九
頁
以
下
を
参
照
）。
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（
９
）　

後
述
の
通
り
、
論
者
は
、（
無
過
失
）
損
害
賠
償
責
任
制
度
（
二
五
条
、
民
法
七
〇
九
条
）
等
が
（「
消
費
者
」
の
）
財
産
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
理

解
を
前
提
に
、
本
罪
の
法
益
を
解
釈
し
た
が
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
、
か
よ
う
な
同
制
度
等
に
着
目
し
た
の
か
が
問
題
で
あ
る
。

（
10
）　V

gl. B
ekanntm

achung der N
eufassung des G

esetzes gegen W
ettbew

erbsbeschränkungen vom
 4. A

pril 1974 （B
G

B
l. I S. 869

）. 

な
お
、
時
代
は

下
り
、
競
争
制
限
禁
止
法
の
改
正
に
関
す
る
第
四
次
法
律
（V

iertes G
esetz zur Ä

nderung des G
esetzes gegen W

ettbew
erbsbeschränkungen vom

 26. 
A

pril 1980 （B
G

B
l. I S. 458

））
に
よ
る
改
正
後
の
も
の
で
あ
る
が
、
競
争
制
限
禁
止
法
の
対
訳
と
し
て
、
公
正
取
引
委
員
会
事
務
局
『
西
ド
イ
ツ
独
占
禁
止
法

（
競
争
制
限
禁
止
法
）』（
昭
和
五
八
年
）
が
、
同
法
の
紹
介
と
し
て
、
鈴
木
孝
之
「
西
ド
イ
ツ
競
争
制
限
禁
止
法
の
論
理
（
一
）
〜
（
一
二
・
完
）」
公
取
三
八
四

号
（
昭
和
五
七
年
）
二
二
頁
以
下
〜
三
九
六
号
（
昭
和
五
八
年
）
五
五
頁
以
下
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
競
争
制
限
禁
止
法
の
改
正
に
関
す
る
第
四
次
法
律
に
よ
る

改
正
前
の
競
争
制
限
禁
止
法
は
も
ち
ろ
ん
、
専
門
家
委
員
会
の
立
法
案
を
理
解
し
、
あ
る
い
は
訳
出
す
る
際
に
も
有
用
で
あ
る
。

（
11
）　

競
争
制
限
禁
止
法
案
（
一
九
五
三
年
）
の
理
由
書
に
よ
れ
ば
、
本
罪
に
相
当
す
る
行
為
が
犯
罪
で
な
く
秩
序
違
反
と
評
価
さ
れ
た
の
は
、
国
民
等
に
「
競
争
を

制
限
す
る
契
約
〔
…
…
〕
が
許
さ
れ
な
い
も
の
で
、
倫
理
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
実
感
〔ein lebendiges G

efühl

〕」
が
欠
如
し
て
い
た
か

ら
で
あ
る
（V

gl. B
egründung zu dem

 E
ntw

urf eines G
esetzes gegen W

ettbew
erbsbeschränkungen, B

T
-D

rucks. II /1158, A
nl. 1, S. 27f.

）。
た
だ

し
、
理
由
書
で
は
、「
今
日
よ
り
も
、
自
由
競
争
と
い
う
考
え
方
が
重
要
で
あ
る
と
実
感
さ
れ
る
よ
う
な
時
代
」
に
な
れ
ば
、
本
罪
に
相
当
す
る
行
為
が
秩
序
違
反

か
ら
犯
罪
へ
格
上
げ
さ
れ
得
る
と
（
あ
え
て
）
説
明
さ
れ
て
い
た
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
（V

gl. ebd., S. 28.

）。
な
お
、
同
案
の
紹
介
（
理
由
書
の
抄
訳
を
含

む
。）
と
し
て
、
高
橋
岩
和
『
ド
イ
ツ
競
争
制
限
禁
止
法
の
成
立
と
構
造
』（
三
省
堂
、
平
成
九
年
）
一
四
五
頁
以
下
が
あ
る
。
た
だ
し
、
訳
出
は
、
そ
れ
を
参
考

に
行
っ
た
。

（
12
）　

B
undesm

inisterium
 der Justiz (H

rsg.), T
agungsberichte der Sachverständigenkom

m
ission zur B

ekäm
pfung der W

irtschaftskrim
inalität 

- R
eform

 des W
irtschaftsstrafrechts -, X

 . B
d., B

onn 1976, S. 118.

「
市
場
経
済
秩
序
に
反
す
る
行
為
が
有
害
で
あ
る
こ
と
」
お
よ
び
「
公
衆
が
市
場
経
済

と
い
う
も
の
を
受
け
入
れ
た
こ
と
」
と
い
う
二
つ
の
事
情
が
考
慮
さ
れ
た
（V

gl. ebd.

）。

（
13
）　

競
争
制
限
禁
止
法
三
八
条
一
項
の
う
ち
、
一
号
で
は
同
法
一
条
（
後
掲
注
（
14
）
を
参
照
）
に
よ
り
「
契
約
〔Verträge

〕」
等
が
無
効
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
れ
を
「
無
視
し
た
〔sich hinw

egsetzen

〕」
場
合
が
、
八
号
で
は
二
五
条
（
後
掲
注
（
15
）
を
参
照
）
に
違
反
し
た
場
合
が
各
々
、
秩
序
違
反
で
あ
る
と

定
め
ら
れ
て
い
た
。
な
お
、
同
法
三
八
条
四
項
で
は
、
各
秩
序
違
反
の
効
果
が
、
一
〇
万
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
以
下
ま
た
は
「
違
反
行
為
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
超
過

売
上
〔der M

ehrerlös

〕」
の
三
倍
以
下
の
過
料
で
あ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。

（
14
）　

競
争
制
限
禁
止
法
一
条
で
は
、
競
争
を
制
限
す
る
「
契
約
」
等
が
無
効
で
あ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。

（
15
）　

競
争
制
限
禁
止
法
二
五
条
一
項
で
は
、「
相
互
協
調
行
為
〔ein aufeinander abgestim

m
tes Verhalten

〕」
が
禁
止
さ
れ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。

（
16
）　V

gl. B
undesm

inisterium
 der Justiz (H

rsg.), a. a. O
 （A

nm
. （12

））, S. 119.
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（
17
）　

B
undesm

inisterium
 der Justiz (H

rsg.), a. a. O
 （A

nm
. （12

））, S. 124f.

た
だ
し
、
下
線
お
よ
び
採
決
の
結
果
は
省
略
し
た
。
な
お
、
訳
文
と
し
て
、
小
林

敬
和
「
自
由
競
争
に
対
す
る
刑
法
的
保
護
の
必
要
性
（
二
・
完
）
―
―
テ
ィ
ー
デ
マ
ン
の
意
見
を
参
考
に
し
て
―
―
」
東
邦
学
誌
一
三
巻
（
昭
和
五
八
年
）
四
八

頁
以
下
が
あ
る
。
た
だ
し
、
訳
出
は
、
そ
れ
も
参
考
に
行
っ
た
。

（
18
）　

正
確
に
は
、「
経
済
政
策
目
的
及
び
社
会
生
活
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
市
場
経
済
上
の
統
制
手
段
と
し
て
の
競
争
」
で
あ
る
（V

gl. B
undesm

inisterium
 der 

Justiz (H
rsg.), a. a. O

 （A
nm

. （12

））, S. 119. V
gl. auch ebd., S. 21, 24f.

）。

（
19
）　V

gl. B
undesm

inisterium
 der Justiz (H

rsg.), a. a. O
 （A

nm
. （12

））, S. 42.

（
20
）　

林
『
経
済
犯
罪
』
三
二
頁
を
参
照
。

（
21
）　

価
格
の
上
昇
が
僅
か
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
莫
大
な
財
産
的
利
益
」
が
想
定
さ
れ
得
る
の
は
、「
大
量
生
産
品
」
に
関
す
る
競
争
制
限
が
想
定
さ
れ
て
い
た

か
ら
で
あ
る
（V

gl. B
undesm

inisterium
 der Justiz (H

rsg.), a. a. O
 （A

nm
. （12

））, S. 43.

）。

（
22
）　V

gl. B
undesm

inisterium
 der Justiz (H

rsg.), a. a. O
 （A

nm
. （12

））, S. 39.

（
23
）　

林
『
経
済
犯
罪
』
四
一
頁
を
参
照
。

（
24
）　

林
・
前
掲
注
（
４
）
二
五
五
頁
も
、「
独
占
禁
止
法
違
反
行
為
は
、
自
由
競
争
秩
序
、
さ
ら
に
消
費
者
一
般
・
国
家
経
済
に
対
し
て
、
ホ
ワ
イ
ト

4

4

4

4

・
カ
ラ
ー
が
行

4

4

4

4

4

う
犯
罪
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

点
で
、
一
般
の
窃
盗
や
殺
人
と
は
か
な
り
異
な
る
性
格
を
も
っ
て
い
る
。」
と
評
価
し
て
、
本
罪
が
ホ
ワ
イ
ト
・
カ
ラ
ー
犯
罪
で
あ
る
こ
と
を
強
調

し
て
い
た
。

（
25
）　

林
『
経
済
犯
罪
』
四
三
頁
注
（
一
）
は
、E

D
W

IN H
. S

U
T

H
E

R
LA

N
D, W

H
IT

E C
O

LLA
R C

R
IM

E （1949

）
を
底
本
と
す
る
Ｅ
・
Ｈ
・
サ
ザ
ー
ラ
ン
ド
（
平
野
竜
一
＝

井
口
浩
二
訳
）『
ホ
ワ
イ
ト
・
カ
ラ
ー
犯
罪
―
―
独
占
資
本
と
犯
罪
―
―
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
三
〇
年
）（
以
下
「
訳
書
」
と
い
う
。）
を
引
用
し
て
い
た
。
そ
こ

で
以
下
、
サ
ザ
ラ
ン
ド
の
主
張
は
訳
書
に
よ
る
。
た
だ
し
、
訳
出
は
、
訳
書
を
参
考
に
行
っ
た
。

（
26
）　

id. at 9

（
訳
書
八
頁
以
下
を
参
照
）.

（
27
）　

id. at 12

（
訳
書
一
二
頁
を
参
照
）.

（
28
）　

林
『
経
済
犯
罪
』（
初
出
は
昭
和
六
二
年
）
一
七
〇
頁
、
一
七
一
頁
注
（
八
）
を
参
照
。

（
29
）　

サ
ザ
ラ
ン
ド
は
、
い
わ
ゆ
る
シ
ャ
ー
マ
ン
反
ト
ラ
ス
ト
法
（Sherm

an A
ntitrust A

ct of 1890

）
が
そ
の
嚆
矢
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
（See, S

U
T

H
E

R
LA

N
D, 

supra note （25

）, at 42

〔
訳
書
四
三
頁
を
参
照
〕.

）。

（
30
）　

See, id. at 49

（
訳
書
五
〇
頁
を
参
照
）.

（
31
）　

id. at 50

（
訳
書
五
〇
頁
を
参
照
）.

（
32
）　

林『
経
済
犯
罪
』一
六
九
頁
以
下
、一
七
一
頁
注（
七
）を
参
照
。
な
お
、論
者
は
当
初
、サ
ザ
ラ
ン
ド
の
か
よ
う
な
主
張
を
間
接
的
に
参
照
し
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
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論
者
は
、「
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
の
特
徴
」
と
し
て
、「
被
害
は
拡
散
し
て
い
る
た
め
に
、
個
々
人
に
は
そ
れ
程
強
く
感
じ
ら
れ
ず
、
し
か
も
マ
ス
コ
ミ
な
ど
に
よ
っ

て
も
あ
ま
り
大
き
く
は
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
違
反
行
為
に
対
す
る
共
通
の
反
対
感
情
は
一
般
社
会
の
中
に
な
か
な
か
形
成
さ
れ
に
く
い
」
こ
と

を
挙
げ
て
、John J. Flynn, C

rim
inal Sanction U

nder State and Federal A
ntitrust Law

s, 45 T
E

X. L. R
E

V. 1301, 1318 （1967

）
を
引
用
し
て
い
た
が
（
林

『
経
済
犯
罪
』
二
一
頁
を
参
照
）、
フ
リ
ン
は
、
サ
ザ
ラ
ン
ド
を
引
用
し
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、「
反
ト
ラ
ス
ト
違
反
」
の
場
合
、
そ
の
影
響
が
拡
散
し
な
い
こ
と
、
報
道
機
関
が
、
事

件
を
報
道
し
な
い
た
め
、「
反
ト
ラ
ス
ト
違
反
に
対
す
る
国
民
の
反
感
〔「
憤
り
」〕
を
喚
起
し
な
い
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
論
者
の
記

述
の
重
点
は
「
被
害
の
拡
散
性
」
に
な
か
っ
た
。

（
33
）　

そ
の
上
で
サ
ザ
ラ
ン
ド
は
、「
ホ
ワ
イ
ト
・
カ
ラ
ー
犯
罪
の
多
く
は
、
ア
メ
リ
カ
の
制
度
の
根
本
原
理
を
侵
す
も
の
で
あ
る
。」
と
主
張
し
て
い
た
（S

U
T

H
E

R
LA

N
D, 

supra note （25
）, at 13
〔
訳
書
一
二
頁
を
参
照
〕.

）。
た
だ
し
、林『
経
済
犯
罪
』一
七
〇
頁
は
、サ
ザ
ラ
ン
ド
の
主
張
を
紹
介
す
る
中
で
、そ
の
点
に
言
及
し
て
い
た
。

（
34
）　

例
え
ば
シ
ャ
ー
マ
ン
反
ト
ラ
ス
ト
法
一
条
（15 U

. S. C
. 

§1 （1946

））
は
、
取
引
等
を
制
限
す
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
等
が
軽
罪
（m

isdem
eanor

）
で
あ

り
、
一
年
以
下
の
自
由
刑
も
し
く
は
五
千
ド
ル
の
罰
金
刑
が
科
さ
れ
、
ま
た
は
、
そ
れ
ら
が
併
科
さ
れ
る
と
定
め
て
い
た
。
な
お
、
時
代
は
下
り
、A

ct of Jul. 7, 
1955, ch. 281, 69 Stat. 282

お
よ
びA

ct of Jul. 7, 1955, ch. 283, 69 Stat. 282

に
よ
る
改
正
後
の
も
の
で
あ
る
が
、
同
法
の
訳
文
と
し
て
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
編
（
公

正
取
引
委
員
会
事
務
局
訳
編
）『
海
外
主
要
国
の
独
占
禁
止
法
』（
商
事
法
務
研
究
会
、
昭
和
四
五
年
）
五
三
頁
以
下
が
あ
る
。

（
35
）　S

U
T

H
E

R
LA

N
D, supra note （25

）, at 83
（
訳
書
八
四
頁
を
参
照
）.

（
36
）　

id. at 88

（
訳
書
八
八
頁
を
参
照
）.

（
37
）　

林
『
経
済
犯
罪
』
三
二
頁
以
下
を
参
照
。

（
38
）　

林
『
経
済
犯
罪
』
四
九
頁
以
下
を
参
照
。

（
39
）　

前
掲
・
東
京
高
判
昭
和
五
五
年
九
月
二
六
日
は
、「
本
件
の
よ
う
な
共
同
行
為
ま
で
す
る
の
で
な
け
れ
ば
被
告
会
社
ら
の
企
業
維
持
が
で
き
ず
、
あ
る
い
は
著
し

く
困
難
に
な
り
、
ひ
い
て
わ
が
国
に
お
け
る
石
油
製
品
の
安
定
的
か
つ
低
廉
な
供
給
確
保
に
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
よ
う
な
事
情
が
あ
つ
た
こ
と
は
証
拠
上
こ
れ

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
」
な
い
と
判
示
し
た
。「
被
告
会
社
ら
の
企
業
維
持
」
は
「
事
業
経
営
上
の
利
益
」
に
、「
わ
が
国
に
お
け
る
石
油
製
品
の
安
定
的
か
つ
低

廉
な
供
給
確
保
」
は
「
消
費
者
の
利
益
」
に
該
当
す
る
と
推
測
さ
れ
る
。

（
40
）　

以
上
、
林
『
経
済
犯
罪
』
四
八
頁
を
参
照
。

（
41
）　

林
『
経
済
犯
罪
』
三
二
頁
を
参
照
。

（
42
）　

な
お
、
論
者
は
、
公
正
取
引
委
員
会
も
同
様
の
見
解
を
採
用
し
て
い
る
と
評
価
し
た
が
（
林
『
経
済
犯
罪
』
三
二
頁
を
参
照
）、
か
よ
う
な
評
価
は
一
般
的
な
も

の
だ
っ
た
だ
ろ
う
（
金
子
晃
「『
公
共
の
利
益
』
の
意
義
と
機
能
」
丹
宗
昭
信
＝
厚
谷
襄
児
編
『
新
版
独
占
禁
止
法
の
基
礎
』（
青
林
書
院
、
昭
和
五
三
年
）
九
〇

頁
以
下
等
を
参
照
）。
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（
43
）　

な
お
、「
自
由
競
争
経
済
秩
序
」
の
維
持
と
は
、「
公
正
且
つ
自
由
な
競
争
〔
の
〕
促
進
」（
一
条
）
で
あ
る
（
今
村
成
和
『
独
占
禁
止
法
〔
新
版
〕』（
有
斐
閣
、

昭
和
五
三
年
）
五
頁
、
六
頁
を
参
照
）。

（
44
）　

今
村
・
前
掲
注
（
43
）
八
三
頁
、八
四
頁
、八
六
頁
を
参
照
（
た
だ
し
、今
村
成
和
『
私
的
独
占
禁
止
法
の
研
究
（
五
）』（
有
斐
閣
、昭
和
六
〇
年
）
一
〇
一
頁
注
（
四
）

を
参
照
）。

（
45
）　

以
上
、
林
『
経
済
犯
罪
』
三
二
頁
を
参
照
。

（
46
）　

正
田
彬
『
全
訂
独
占
禁
止
法
〔
Ⅰ
〕』（
日
本
評
論
社
、
昭
和
五
五
年
）
一
九
二
頁
を
参
照
。

（
47
）　

な
お
、
林
『
経
済
犯
罪
』
三
九
頁
注
（
二
六
）
は
、
金
沢
良
雄
『
独
占
禁
止
法
の
構
造
と
運
用
』（
有
斐
閣
、
昭
和
五
四
年
）
を
引
用
し
て
い
た
が
、
同
書
（
初

出
は
昭
和
四
九
年
）
一
六
頁
以
下
は
、「
国
民
経
済
の
民
主
的
で
健
全
な
発
達
」（
一
条
）
を
「
国
民
経
済
的
利
益
」
と
表
現
し
て
い
た
。

（
48
）　

正
田
・
前
掲
注
（
46
）
一
二
一
頁
を
参
照
。
た
だ
し
、「
一
般
消
費
者
の
利
益
〔
の
〕
確
保
」（
一
条
）
お
よ
び
「
国
民
経
済
の
民
主
的
で
健
全
な
発
達
〔
の
〕
促
進
」

（
同
条
）
の
各
意
義
、
延
い
て
本
法
の
性
質
に
関
す
る
正
田
の
見
解
は
独
特
で
あ
る
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

（
49
）　

舟
田
正
之
「
正
田
彬
先
生
の
人
と
業
績
を
振
り
返
る
」
ジ
ュ
リ
一
三
八
八
号
（
平
成
二
一
年
）
六
三
頁
。

（
50
）　

正
田
彬
『
消
費
者
の
権
利
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
四
七
年
〔
新
版
は
平
成
二
二
年
〕）
七
八
頁
。

（
51
）　
『
消
費
者
の
権
利
』
の
構
想
が
提
示
さ
れ
て
い
た
と
理
解
さ
れ
得
る
正
田
彬
『
経
済
法
の
性
格
と
展
開
』（
日
本
評
論
社
、昭
和
四
七
年
〔
初
出
は
昭
和
三
八
年
〕）

五
八
頁
注
（
三
）
は
、
三
津
田
松
吉
「『
消
費
者
行
政
』
立
法
の
動
向
と
課
題
」
法
時
三
四
巻
一
一
号
（
昭
和
三
七
年
）
六
五
頁
が
「
消
費
者
の
利
益
の
確
保
と
い

う
こ
と
は
公
正
か
つ
自
由
な
取
引
行
為
を
通
し
て
う
け
る
間
接
的

4

4

4

、
又
は
反
射
的
な
利
益

4

4

4

4

4

4

4

4

と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
」
と
主
張
し
て
い
た
こ
と
を
「
妥
当
で
は
な
い
」

と
評
価
し
て
い
た
。

（
52
）　

今
村
成
和
『
独
占
禁
止
法
入
門
』（
有
斐
閣
、昭
和
五
八
年
〔
第
四
版
は
平
成
五
年
〕）
七
頁
以
下
を
参
照
。
そ
の
他
、竹
内
昭
夫
「
消
費
者
保
護
」
竹
内
ほ
か
『
現

代
の
経
済
構
造
と
法
』（
筑
摩
書
房
、
昭
和
五
〇
年
）
の
目
次
（
な
お
、
鴻
常
夫
「
序
」
同
書
四
頁
は
、
同
論
文
を
「
わ
が
国
消
費
者
保
護
法

4

4

4

4

4

4

の
最
初
の
本
格
的
な

体
系
書
」
と
評
価
し
て
い
た
。）、
伊
藤
進
ほ
か
『
消
費
者
の
権
利
〈
賢
い
消
費
者
〉
の
す
す
め
』（
有
斐
閣
、
昭
和
五
一
年
）
一
〇
頁
以
下
﹇
木
元
錦
哉
﹈、
北
川

善
太
郎
＝
及
川
昭
伍
編
『
消
費
者
保
護
法

4

4

4

4

4

4

の
基
礎
』（
青
林
書
院
新
社
、
昭
和
五
二
年
）
の
目
次
、
加
藤
一
郎
＝
竹
内
昭
夫
編
『
消
費
者
法

4

4

4

4

講
座 

第
三
巻 

取
引
の

公
正
Ⅰ
―
―
価
格
を
中
心
に
』（
日
本
評
論
社
、
昭
和
五
九
年
）
の
目
次
も
参
照
。

（
53
）　

な
お
、
時
代
は
下
り
、
神
例
康
博
「
独
禁
法
に
お
け
る
不
当
な
取
引
制
限
の
罪
の
合
目
的
的
解
釈
」
日
大
院
二
一
号
（
平
成
四
年
）
は
、
法
益
を
「
全4

法
政
策

的
観
点
か
ら
保
護
に
値
す
る
と
認
め
ら
れ
た
生
活
利
益
」
と
定
義
し
た
上
で
（
一
九
四
頁
以
下
を
参
照
）、「
不
当
な
取
引
制
限
」
に
対
す
る
規
制

4

4

（
本
罪
を
含
む
。）

の
法
益
に
つ
き
、「
一
般
消
費
者
の
利
益
〔
の
〕
確
保
」（
一
条
）
に
着
目
し
、
ま
た
、
経
済
法
学
説
（
今
村
成
和

4

4

4

4

等
）
を
参
照
し
て
、「『
消
費
者
の
経
済
生
活
利
益
』

と
い
う
観
点
か
ら
理
解
〔
す
る
〕
必
要
が
あ
る
」
と
主
張
し
た
（
一
九
八
頁
以
下
を
参
照
。
ま
た
、
一
九
九
頁
註
（
一
）
も
参
照
）。
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（
54
）　

な
お
、
時
代
は
下
り
、
中
山
研
一
ほ
か
編
著
『
経
済
刑
法
入
門
〔
第
三
版
〕』（
成
文
堂
、
平
成
一
一
年
）
一
八
五
頁
﹇
中
山
﹈
は
、
本
罪
の
法
益
を
「
一
般
消

費
者
の
経
済
的
利
益
」
と
解
釈
し
た
が
、
か
よ
う
な
解
釈
が
「
独
禁
法
の
究
極
の
目
的
〔
前
掲
・
最
判
昭
和
五
九
年
二
月
二
四
日
に
お
け
る
「
究
極
の
目
的
」
と

い
う
表
現
、
す
な
わ
ち
「
一
般
消
費
者
の
利
益
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
国
民
経
済
の
民
主
的
で
健
全
な
発
達
を
促
進
す
る
」
こ
と
（
一
条
）、
特
に
「
一
般
消
費

者
の
利
益
を
確
保
す
る
」
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。〕
と
も
合
致
す
る
点
で
妥
当
」
と
評
価
し
た
。
ま
た
、
前
掲
注
（
53
）
を
参
照
。

（
55
）　

今
村
成
和
『
私
的
独
占
禁
止
法
の
研
究
（
四
）
Ⅱ
』（
有
斐
閣
、
昭
和
五
一
年
〔
初
出
は
昭
和
四
八
年
〕）
五
六
五
頁
以
下
を
参
照
。

（
56
）　John F. K

ennedy Presidential Library and M
useum

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（https://w

w
w

.jfklibrary.org/asset-view
er/archives/JFK

PO
F/037/

JFK
PO

F-037-028
）
を
参
照
。
な
お
、
訳
文
と
し
て
、
経
済
企
画
庁
消
費
者
行
政
課
編
『
資
料 

消
費
者
行
政
（
Ⅳ
）
世
界
の
消
費
者
行
政
』（
大
蔵
省
印
刷
局
、

昭
和
四
九
年
）
六
七
五
頁
以
下
が
あ
る
。

（
57
）　

な
お
、正
田
が
主
張
し
て
い
た「
消
費
者
の
権
利
」は
、ケ
ネ
デ
ィ
が
提
唱
し
た「
消
費
者
の
権
利
」か
ら
影
響
を
受
け
た
も
の
か
に
つ
き
、今
村
・
前
掲
注（
55
）（
初

出
は
昭
和
四
八
年
）三
三
五
頁
は
肯
定
し
た
の
に
対
し
て
、正
田
彬『
消
費
者
運
動
と
自
治
体
行
政
』（
法
研
出
版
、平
成
元
年〔
初
出
は
昭
和
六
一
年
〕）三
五
頁
は
、「
ケ

ネ
デ
ィ
教
書
の
内
容
を
知
り
え
な
い
時
点
で
ま
と
め
た
論
文
で
整
理
し
た
の
が
最
初
で
」、「
類
似
点
は
偶
然
の
一
致
」
で
あ
り
、「
内
容
、
考
え
方
に
お
い
て
も
違

う
面
が
多
い
」
と
否
定
し
た
。

（
58
）　

今
村
・
前
掲
注
（
55
）
三
三
三
頁
以
下
、
三
三
七
頁
を
参
照
。
ま
た
、
今
村
・
前
掲
注
（
52
）
五
頁
以
下
も
参
照
。

（
59
）　

藤
木
英
雄
『
行
政
刑
法
』（
学
陽
書
房
、
昭
和
五
一
年
）
二
七
〇
頁
以
下
を
参
照
。
た
だ
し
、
藤
木
は
、
高
橋
晄
正
ほ
か
『
食
品
・
薬
品
公
害 

消
費
者
主
権
確

立
へ
の
闘
い
の
す
す
め
』（
有
斐
閣
、
昭
和
四
八
年
〔
新
版
は
昭
和
五
二
年
〕）
一
七
頁
以
下
で
、「
消
費
者
保
護
法

4

4

4

4

4

4

の
あ
る
べ
き
姿
」
と
い
う
項
目
を
分
担
執
筆
し

て
い
た
こ
と
、
ケ
ネ
デ
ィ
が
提
唱
し
た
「
消
費
者
の
権
利
」
の
う
ち
「
選
択
す
る
権
利
」
と
本
法
の
関
係
を
示
唆
し
て
い
た
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

（
60
）　

二
五
条
の
「
被
害
者
」
に
は
「
一
般
消
費
者
」
が
含
ま
れ
る
（
今
村
・
前
掲
注
（
43
）
二
二
六
頁
、正
田
彬
『
全
訂
独
占
禁
止
法
〔
Ⅱ
〕』（
日
本
評
論
社
、昭
和
五
六
年
）

三
六
五
頁
を
参
照
）。

（
61
）　

林
『
経
済
犯
罪
』
四
九
頁
以
下
を
参
照
。

（
62
）　

林
『
経
済
犯
罪
』
四
五
頁
も
参
照
。
な
お
、
論
者
は
、
本
罪
の
既
遂
時
期
を
解
釈
す
る
に
当
た
り
、
排
除
措
置
命
令
（
七
条
）
の
発
出
が
（
例
え
ば
、
価
格
の

引
上
げ
に
よ
る
「
不
当
な
取
引
制
限
」
の
場
合
）
価
格
の
引
上
げ
の
決
定
で
な
く
、
そ
の
「
実
施
ま
で
要
す
る
」
と
い
う
理
解
も
前
提
と
し
て
い
た
（
林
『
経
済

犯
罪
』
五
〇
頁
を
参
照
）。
例
え
ば
勧
告
審
決
昭
和
四
九
年
二
月
二
二
日
審
決
集
二
〇
巻
三
〇
〇
頁
の
よ
う
に
、「
法
令
の
適
用
」
で
、「
元
売
十
二
社
は
、
共
同

し
て
石
油
製
品
の
販
売
価
格
の
引
上
げ
を
決
定
し
、
こ
れ
を
実
施

4

4

す
る
こ
と
に
よ
り
」
と
記
述
さ
れ
る
の
が
「
通
例
」
で
あ
る
と
い
う
評
価
が
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
か
よ
う
な
記
述
の
意
味
、
す
な
わ
ち
「
実
施
」
は
「
不
当
な
取
引
制
限
」
の
要
件
な
の
か
に
は
、「
消
費
者
の
利
益
」
説
が
主
張
さ
れ
た
当
時
す
で

に
、
議
論
が
あ
っ
た
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
（
以
上
、
実
方
謙
二
『
独
占
禁
止
法
と
現
代
経
済
〔
増
補
版
〕』（
成
文
堂
、
昭
和
五
二
年
〔
初
出
は
昭
和
四
九
年
〕）
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一
四
五
頁
以
下
を
参
照
。
た
だ
し
、
同
『
改
訂 

独
占
禁
止
法
』（
青
林
書
院
新
社
、
昭
和
五
八
年
）
一
〇
五
頁
以
下
を
参
照
）。

（
63
）　

な
お
、
論
者
は
（
無
過
失
）
損
害
賠
償
責
任
制
度
の
ほ
か
に
、
課
徴
金
納
付
命
令
制
度
（
七
条
の
二
）
に
お
け
る
「
課
徴
金
は
協
定
価
格
に
よ
っ
て
現
実
に
不

法
な
利
益
を
得
た
と
き
に
は
じ
め
て
、
そ
の
納
付
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
い
う
理
解
も
前
提
と
し
て
い
た
。
か
よ
う
な
理
解
は
、「
当
該
行
為
の
実
行
と

し
て
の
事
業
活
動
を
行
つ
た
日
」、
つ
ま
り
「
実
行
期
間
」
の
始
期
を
（
例
え
ば
、
価
格
の
引
上
げ
に
よ
る
「
不
当
な
取
引
制
限
」
の
場
合
）「
現
実
に
値
上
げ
が

行
わ
れ
た
日
」
と
解
釈
す
る
こ
と
（
川
井
克
倭
『
カ
ル
テ
ル
と
課
徴
金 

企
業
生
命
握
る
独
禁
審
決
』（
日
本
経
済
新
聞
社
、
昭
和
六
一
年
）
一
五
四
頁
を
参
照
）

が
前
提
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
課
徴
金
が
、「
不
当
な
取
引
制
限
」
を
行
っ
た
事
業
者
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
不
当
利
得
、
す
な
わ
ち
（「
消
費
者
」
の
）

財
産
の
喪
失
に
（
擬
制
で
あ
れ
）
相
当
す
る
も
の
だ
っ
た
と
し
て
も
、同
制
度
が
（「
消
費
者
」
の
）
財
産
を
保
護
し
て
い
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
（
な
お
、

同
制
度
の
目
的
を
巡
る
議
論
に
つ
き
、
伊
永
大
輔
『
課
徴
金
制
度
―
―
独
占
禁
止
法
の
改
正
・
判
審
決
か
ら
み
る
法
規
範
と
実
務
の
課
題
―
―
』（
第
一
法
規
、
令

和
二
年
）
一
〇
頁
以
下
を
参
照
）。

（
64
）　

根
岸
哲『
独
占
禁
止
法
の
基
本
問
題
』（
有
斐
閣
、平
成
二
年〔
初
出
は
昭
和
五
四
年
〕）八
五
頁
以
下
を
参
照
。
よ
り
簡
潔
に
は
、根
岸
哲
ほ
か『
独
占
禁
止
法
入
門
』

（
有
斐
閣
、
昭
和
五
八
年
）
一
一
頁
以
下
﹇
根
岸
﹈
を
参
照
。
な
お
、
根
岸
の
解
釈
は
、
川
浜
昇
「
競
争
秩
序
と
消
費
者
」
ジ
ュ
リ
一
一
三
九
号
（
平
成
一
〇
年
）

二
五
頁
注
（
五
）
が
推
測
し
た
通
り
、
ケ
ネ
デ
ィ
が
提
唱
し
た
「
消
費
者
の
権
利
」
を
踏
ま
え
た
も
の
と
評
価
さ
れ
得
る
（
根
岸
哲
「
消
費
者
保
護
と
独
禁
政
策
」

ひ
ろ
ば
二
七
巻
一
二
号
（
昭
和
四
九
年
）
三
〇
頁
以
下
、
三
二
頁
以
下
を
参
照
）。

（
65
）　

川
浜
・
前
掲
注
（
64
）
二
二
頁
以
下
を
参
照
。
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